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新型コロナウイルスワクチン接種のご案内
※ 国からの情報に変更があった場合、スケジュールや内容等に変更が生じる場合があります。

１　≪最新情報≫日の出町新型コロナワクチン接種時期等
　　町では、町民の皆さんあてに国の示す接種の順番に基づき、個別通知を発送し、順次接種を行っ
　ています。個別通知には、接種券、予診票、ワクチン説明書、接種案内チラシ等を同封しています。
　接種券がお手元に届いた方から、予約をしていただき、ワクチン接種が受けられます。

　〇接種の順番と個別通知の発送時期等は次の表のとおりです。

順番 対　象 備　　　考 接種券発送時期 接種開始時期 接種会場

1 医療従事者等 な　し 随　時
2 月中旬より

随時
国・都が調整

2
高齢者

令和 3 年度中に 65 歳に達する、
昭和 32 年 4 月 1 日以前に生ま
れた方

4 月 27 日～
5 月 17 日～

イオンホール
（イオンモール

日の出 2 階）

5 月 31 日～
公立阿伎留

医療センター

高齢者施設等に従
事されている方

日の出町に住民票がない方も接種
が可能です。

6 月上旬 6 月下旬以降
イオンホール

（イオンモール
日の出 2 階）

3

高齢者以外で基礎
疾患を有する方

1. 下点線枠内の病気や状態により
　 通院／入院している方
2. 基準（BMI30 以上）を満たす肥
　 満の方

6 月中旬以降 6 月末以降

イオンホール
（イオンモール

日の出 2 階）

又は

公立阿伎留
医療センター

60 ～ 64 歳の方

ワクチンの供給量によっては基礎
疾患を有する方と同じ時期に行い
ます。　※令和 3 年度中に 60 ～
64 歳に達する、昭和 32 年 4 月 2
日～ 37 年 4 月 1 日に生まれた方

保育園従事者・
小中学校従事者

園児・児童・生徒に直接接触する
職員すべて

4 上記以外の方
妊娠中の方や子どもが接種対象と
なるかは、安全性や有効性の情報
などを見ながら検討されています。

未　定 未　定 未　定

＜基礎疾患＞
  1．慢性の呼吸器の病気　　2．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
  3．慢性の腎臓病　　　　　4．慢性の肝臓病（肝硬変等）
  5．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
  6．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
  7．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
  8．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
  9．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11．染色体異常
12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
13．睡眠時無呼吸症候群
14．重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持
　　 している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や
　　 知的障害（療育手帳を所持 している場合）

２　公立阿伎留医療センターの予約受付開始
　　下記のとおり、公立阿伎留医療センターを接種会場として接種を開始します。

会 場 名 期 　間 実施日時 定　員

公立阿伎留医療センター
( あきる野市引田 78 番地 1)

5 月 31 日（月）～ 7 月 9 日（金）
※以降は未定

（月）～（金）
15：00 ～ 15：30

各日 20 人

＜予約受付開始日時＞　令和３年５月 24 日（月）午前９時～

＜予約方法＞
右のＱＲコードを読み取るか、下記の日の出町ワクチ
ン接種予約サイトにアクセスください。
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000002802.html

☎０４２ー５８８ー５８４０（平日 午前９時～午後５時）

ご予約の際は、接種券をお手元にご準備ください。
電話予約

インターネット
予　約

＜注意事項＞
・イオンホール（イオンモール日の出 2 階）での接種は、自治会ごとで接種日時を指定して
　いますが、公立阿伎留医療センターは、自治会に関係なく、任意の日時をご予約いただけ
　ます。
・公立阿伎留医療センター発着の送迎バスの運行はありません。
・町の集団接種会場にお越しになれない方（障害や介護等の事情で在宅で療養等されている
　方）は、下記のコールセンターまでお問合せください。

＜届出が不要な方＞
1. 入院・入所者
2. 基礎疾患（左記点線枠内参照）を有し、他自治体にいる主治医のもとで接種を受ける場合
3. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
4. 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
5. 災害による被害にあった者
6. 勾留または留置されている者、受刑者
7. 住所地外接種であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者

３　住所地外接種の手続き
　　　新型コロナウイルスワクチンは、原則として住民票所在地の市区町村で接種を受けることに
　　なっていますが、住民票が町外にあって、町の接種会場で接種を希望する方は、「住所地外
　　接種届出」の提出が必要です。但し、以下の「届出が不要な方」は提出を省略できます。
　　1 ～ 4 に当てはまる方は接種希望先に直接お問合せください。5 ～ 7 に当ては
　　まる方は下記のコールセンターまでお問合せください。
　　　詳しくは町の公式サイト「新型コロナウイルスワクチンの住所地外での接種
　　について」https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000002774.html  をご
　　確認ください。

日の出町新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター
ワクチン接種に対する疑問やお問い合わせは、お気軽にお電話下さい。

電話：☎０４２－５８８－５８４０（平日午前９時～午後５時）

日の出町
ひのでちゃん

※ 1 ～ 4 に当てはまる方は接種希望先に直接お問い合わせください。


